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エ  在宅医療推進協議会や圏域健康福祉推進協議会による医療と介護の一体化

を推進 

オ  市町による「在宅医療・介護連携推進事業」を活用した連携体制の構築推進  

カ  「かかりつけ医機能」を確保・強化するための仕組みを検討  

(7) 認知症に係る在宅医療提供体制の整備（県、市町、医療機関、関係団体）  

ア  早期診断・早期対応のための体制整備（再掲）  

イ  医療従事者等の認知症対応力向上の促進（再掲）  

ウ  医療・介護等の有機的な連携の推進による適切な治療等の提供や在宅復帰

のための支援体制の整備（再掲）  

(8) がん患者等に対する緩和ケアの推進（県、医療機関） 

    入院医療機関が在宅緩和ケアを提供できる診療所などと連携し、切れ目のな

い在宅医療を提供する。  

(9)  患者・家族への支援を行うＮＰＯの参画促進（民間団体・県）  

 

【数値目標】  

１  在宅医療提供体制の充実  

目標  策定時 現状値 目標設定 

訪問診療を実施してい

る病院・診療所数 

1,688 箇所 

(H28 ※ 1) 

1,708 箇所 

(R3※ 1) 

R7： 1,993 箇所 

(地域医療構想目標年 ) 

在宅療養支援病院・  

診療所数 

912 箇所  

(H29.4 月※ 2) 

1,061 箇所 

(R5.7 月※ 2) 
R7： 1,143 箇所 

24 時間対応体制加算の  

届出訪問看護ステーシ

ョン数 

495 箇所  

(H29.4 月※ 2) 

830 箇所  

(R5.4 月※ 2) 
R7： 894 箇所 

在宅療養支援 

歯科診療所数 
－  

478 箇所  

(R5.7 月※ 2) 
R7： 515 箇所 

歯科訪問診療を実施し

ている診療所数 
－  

1,129 箇所 

（ R3 ※ 1） 
R7： 1,318 箇所 

歯科訪問診療を実施し

ている病院数 
－  

7 箇所  

（ R3 ※ 1） 
R7： 9 箇所 

訪問薬剤指導を実施す

る薬局数 
－  

1,542 箇所 

(R5 ※ 3) 
R7： 1,661 箇所 

機能強化型訪問看護ス

テーションを有する圏

域の数 

18 圏域  

(H29.4 月※ 2) 

27 圏域  

(R5.4 月※ 2) 

県下 40 圏域に配置 

（在宅医療圏域） 

訪問栄養食事指導を実

施している診療所数  
－  

562 箇所  

(R5.8※ 4) 
R7:606 箇所 
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２  退院支援・急変時対応  

目標  策定時 現状値 目標設定 (達成年度 ) 

退院支援加算の届出  

病院・診療所数 

215 箇所  

(H29.4 月※ 2) 

224 箇所  

(R5.7 月※ 2) 
R7： 242 箇所 

地域包括ケア病床を有  

する圏域の数 

36 圏域  

(H29.4 月※ 2) 

38 圏域  

(R5.7 月※ 2) 

県下 40 圏域に配置 

（在宅医療圏域） 

 

３  看取り率 

目標  策定時 現状値 目標設定 (達成年度 ) 

在宅看取り率の増加  
25.3％ 

(H28※ 4) 

34.8％ 

(R4※ 5) 
R7： 35.7％ 

※ 1 医療計画データブック (厚生労働省 ) 

※ 2 施設基準等届出状況 (近畿厚生局 ) 

※ 3 兵庫県薬剤師会聞き取り  

※ 4 兵庫県医療機関情報システム  

※ 5 人口動態統計（厚生労働省）  

 

  


